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令和４年度 第15回 横浜市環境影響評価審査会 会議録 

日  時 令和５年２月14日（火）13時30分 ～ 14時31分 

開催場所 横浜市役所18階 みなと４・５会議室 

出席委員 
奥委員（会長）、上野委員、片谷委員、田中稲子委員、田中修三委員、田中

伸治委員、藤井委員、藤倉委員、宮澤委員、横田委員 

欠席委員 菊本委員（副会長）、押田委員、五嶋委員、酒井委員、中西委員 

開催形態 公開（傍聴者 ４人） 

議  題 
１ 三友プラントサービス株式会社 横浜BAY工場プロジェクト 計画段階

配慮書について 

決定事項 令和４年度第14回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定する 

議事 

１ 令和４年度第14回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定した。 

 

２ 議題 

（１）三友プラントサービス株式会社 横浜BAY工場プロジェクト 計画段階配慮書に

ついて 

ア 補足資料について事業者が説明した。 

イ 質疑 

【奥 会 長 】  御説明ありがとうございました。 

それではただいまの説明について、御質問、御意見がありましたら委員

の方からお願いしたいと思います。挙手をしていただければ私の方で指

名させていただきます。いかがでしょうか。特に前回、質問していただ

いた委員の方、いかがですか。はい、藤井委員どうぞお願いします。 

【藤井委員】 はい、よろしくお願いします。 

（補足資料）２番の前回会長の方から御質問があった部分です。そこ

の（補足資料２ページ）保全を計画している既存緑地ですが、すいませ

ん、私、現地視察に行けていないのでネットとかで見ていたのですけれ

ども、この北側には確かに木が生えているのですが、南側のこの保全を

計画している既存緑地であるとか、西側のこの緑地のところにはほとん

ど木がないのですよね。ちょっとしたそういう雑草が生えているところ

を保全するということなのですか。特に、どういう緑地がここにあると

いう想定をしているのか教えていただければと思うのです。 

【奥 会 長 】 はい、お願いします。 

【事 業 者 】 当初の緑地よりは確かに減っているかなと思うのですけれど、現存、

植栽されている樹木に関しては保全する計画です。不足する場合にはで

すね、追加をさせていただきたいと思います。 

【藤井委員】 はい、すいません、私の質問としては、ここの赤で斜線を引いてある

網掛けをしている部分が現在の既存緑地だということで、これを保全す

るということなのですけれども、衛星写真とかストリートビューとかそ

ういうもので見ても、特に木がないのですよね。その南側の駐車場と書

いているところなどは特になにもないところで、どういうものを既存緑

地としているのかを教えていただければと思うのです。 
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【奥 会 長 】 はい、いかがですか。緑地なるものを構成している樹種、樹木の種類

等がお分かりになればということだと思います。量的な部分だけじゃな

くて、質的にどのような緑地を保全しようとしているのかということだ

と思います。 

【事 業 者 】 植栽された緑地については、マテバシイとかカイヅカイブキとかの植

栽がされております。 

（配慮書 11 ページ）a 地点というのは、言われるように北側の部分の植

栽、現在の植栽の部分になります。これについては保全をする計画で

す。ｃ地点についても一部なのですが植栽が残っているので、そこら辺

については保全をする計画です。これは下側の部分、南の部分です。 

【藤井委員】 ｂ地点が南側ですか。 

【事 業 者 】 道路から見たところのｂ地点は、東になります。上が北ですね。 

【藤井委員】 北東側のサイドということですよね。それでいうと、特にここの既存

緑地の配置図とオーバーラップしてないところの話なので、特にあれこ

れ言う話ではないかもしれないのですけれど、既存緑地についての質問

に対して、ここが既存緑地でここを保全しますという配置の答えになっ

てないような気がしたので、御質問させていただきました。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。 

【事 業 者 】 一応、a 地点の写真の右側が最北になるというとこですね、あの斜線

の部分でいうと。今ちょっと写真が分かりにくいのかもしれませんが、

この部分です。 

【藤井委員】 はい。北側のそこは衛星写真で見ても、多分、マテバシイだと思うの

ですけれど、常緑樹がかなり繁茂している、植栽されているので、そこ

は残すということなのだろうなというのは分かったのです。それ以外の

西側も南側もほとんど木がない状態で、この回答としてこれがいいのか

どうかという話ですね。残すものに対して異議を申しているのではなく

て、この回答がこれでいいのでしょうかということなのです。 

【事 業 者 】 確かに一部植栽がなくなっている部分があるので、現在残っている部

分については残すというような考えで記載させていただきました。不足

部分については植栽をする必要があると思います。 

【藤井委員】 はい、分かりました。この網掛け部分の中にある木を残すということ

ですね。 

【事 業 者 】 そうです。 

【藤井委員】 はい、分かりました。私から以上です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。確かに、これで現実に照らして正確に

情報が伝わるかというと、ちょっと足りない部分もあろうかと思います

が、今、御回答いただいたとおりだということですね。どうもありがと

うございます。よろしいですか、藤井委員。 

【藤井委員】 はい、ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 はい、それでは藤倉委員、その後、田中修三委員でお願いいたしま

す。 

【藤倉委員】 いろいろな御質問に対する回答ありがとうございました。前回欠席し

たので別途質問を出さしていただいて、回答していただきました。ま

ず、脱水ケーキについては了解しました。それから全体的な廃棄物の処

理計画などですが、これは回答として伺ったのですけれど、日搬入量が
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かなり増えるのですが、それをもとにいろいろ設計をされているという

ことも分かりました。それから排ガスについては、今ちょっと出ないと

いうことで、まあ仕方がないかなと思います。あと、土壌汚染は承継を

したところなので、これからということで承知しました。 

それで、今日確認したいのは、いろいろな点の漏えい対策です。タン

クの諸元について伺いまして、タンクそのものは、もちろん他でも使わ

れているようにしっかりしたものを作られるのだろうというふうに思い

ますが、例えば、配慮書の７ページに配置図がありますけれど、タンク

を置かれるところは敷地の南側でしょうか。そこの漏えい対策として、

例えばそのタンクを置く場所の底面がどうなっているのかとか、地面に

対してどのぐらいの高さに置いてどのような浸水対策をするのか。 

それから次に、今日の回答の５番で廃棄物の種類ごとの保管量、６番

で保管対策などについて伺っていて、同じ図面で結構なのですけれど、

受入棟のところに受け入れピットがあるわけですね。私の方から（資料

共有画面に）書くと多分こういうところだと思うのですけれど、この受

け入れピットがどういう材質でどういう高さにあるのか。（配慮書９ペ

ージの）ＡＡ断面がここを通っていないので、ちょっと分かりにくいの

です。 

それからドラム缶などが実際にどの辺りに置かれて、底面はコンクリ

ートとあるのですけれど、高さとしてはどうなのかといった辺りがもう

少し、漏えい対策あるいは地震や浸水対策として明確になると良いなと

思っております。というのは、この配慮書の 102 ページとか 104 ページ

の辺りに、配慮事項及び配慮の内容ということで火災、爆発の発生の予

防であるとか、102 ページにはここで受け入れる廃棄物の話、あるいは

受け入れピットの話、それから更なる浸水対策としてという表現が最後

の段落にあると思うのですが、機械関係は高さ 0.8 メートル以上に設置

するというふうにあるのですけれど、廃棄物のドラム缶などがどう設置

されるのかが配慮事項の内容としてよく分からない。それから次の 104

ページ、2 ページ後ですね。地下浸透防止対策とあって、廃棄物保管場

所の床はコンクリート構造なのですが、地下浸透禁止物質の保管場所は

樹脂コーティング、ステンレス製板などを設置するということなのです

けれど、そうすると地下浸透禁止物質が入ったドラム缶などはどこにど

う置いて、このコーティングはどこにされているのかという辺りが具体

的にまだ分からないので、質問したフェイルセーフ対策としてどうなっ

ているかも含めて、もう少し廃棄物の種類というか性質別に、漏えい対

策、地震対策、浸水対策としてどういう保管をするのかということが明

らかになると嬉しいと思います。以上です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。今の御指摘はですね、判定届出書が出

てくる段階ではそこは明確にしていただきたいということでよろしいで

すか、藤倉委員。 

【藤倉委員】 はい、それでも結構ですが、今、お答えいただけることがあれば。 

【奥 会 長 】 そうですね、現時点でお答えいただけることがあればお願いいたしま

す。 

【事 業 者 】 まず、タンク類についてなのですけれど、タンク類については防液堤

又は防油堤を設ける予定です。これについては多分、機械の浸水対策と

一緒で 0.8 メートルという高さを超える高さに設置する予定です。なの
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で、浸水対策に対応できるような形をとる予定です。まだ、どこに何を

置くかということの詳細は決めてはおりませんし、行政ともそこら辺の

打ち合わせはまだ行ってないので明確な数量等は出せませんが、前処理

棟内、受入棟内にドラム缶の置き場は設置します。その地下浸透禁止物

質についてはステンレスの板だったり、コーティングだったりして、地

下への浸透を防止する対応をする予定です。高さについては今のところ

地面の高さ、ＧＬの高さを考えておりまして、建物については止水板等

にて浸水対策をしようというふうに考えております。 

ピットについては今のところ、ＧＬから掘ってコンクリート造りのピ

ットにする予定です。こちらも浸水対策については、建物で止水板等を

設置することによって浸水を防ぐ予定にしております。 

【奥 会 長 】 はい、よろしいですか。 

【事 業 者 】 そうですね、ピットの深さは、４から５メートルというところだと思

います。 

【奥 会 長 】 はい、藤倉委員いかがですか。 

【藤倉委員】 ピットだけ確認ですが、４から５メートル、ＧＬから掘り下げるわけ

ですね。 

【事 業 者 】 掘り下げます。 

【藤倉委員】 ピットには何を入れる予定なのですか。 

【事 業 者 】 固形廃棄物です。プラスチックとか、紙くず、木くずです。 

【藤倉委員】 要するに、地震や浸水あるいは普通の風水害だとして、水が入ってピ

ットが漏れているかどうかは、掘り下げたピットだと確認がしにくい構

造になると理解していいですか。プラぐらいであれば有機物の汚れぐら

いだろうと思いますけれども、何かが入っていて、そのピットに水が入

ったら下に浸み出しているかもしれないあたりは、どう管理というか監

視されるのでしょうか。 

【事 業 者 】 今のところ固形物以外のものを入れる計画ではないので、そこまでは

今のところは考えておりませんが、必要であるならば、何か漏えい対策

に必要な物の設置を検討いたします。 

【藤倉委員】 はい。少なくとも配慮をするべき事項として、固形物しか入れないよ

うな管理をいかにするかであるとか、粉状、液状のもの、泥状のものを

当然入れず、固形物だけであるということを担保して、何か万が一のこ

とがあっても周辺環境には漏えいしない二重、三重の対策を講じるとい

う姿勢を見せていただくと良いのではないかなと思います。とりあえず

以上で結構です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。 

【事 業 者 】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 はい、それでは田中修三委員お願いいたします。 

【田中修三委員】 はい、私の方からは、まず洗煙排水中のダイオキシン類についての回

答をいただいたのですが、他の焼却工場の排ガス処理水の実績データを

判定届出の時に出していただけるということなのですが、この場所は同

じところですか。横浜市の公共下水道にやっぱりここの場合も放流して

いるのでしょうか。 

【事 業 者 】 そうですね。同じパターンのものがいいと思いまして、現横浜工場の

排水のデータを提出する予定です。 
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【田中修三委員】 同じ市内の横浜市内の公共下水道に放流すると。 

【事 業 者 】 そうですね。 

【田中修三委員】 そうですか。はい、分かりました。 

ちょっと今日お聞きしたいのですが、総量規制との関係で、特に関係

するとしたら窒素が関係するかもしれないなと思ってはいるのですけど

も、その辺のところも横浜市と相談しながら進めるという前回御回答が

ございましたが、それはそのようにしっかりお願いしたいと思います。 

【事 業 者 】 承知いたしました。 

【田中修三委員】 既存の他の焼却工場から云々という、こちらはどうなのですかね、総

量規制関係で何か引っかかるようなことはないのですかね。 

【事 業 者 】 ないと認識しております。 

【田中修三委員】 そうですか。はい、分かりました。今回も多分大丈夫だと思うのです

が、一応、御確認をお願いしたいと思います。 

【事 業 者 】 承知いたしました。 

【田中修三委員】 それから、土壌汚染の方も御回答いただいておりますが、汚染土壌の

調査をして、汚染が明らかになった場合には掘削除去をやるということ

で、それでいいかと思うのですが、ここの場合は金属加工場ということ

でほう素を使っていたということですので、ほう素による汚染はもちろ

ん考えられるのですけれども、それ以外の有害物質の汚染も考えられま

すので、お含みおきいただきたいと思います。先ほどのダイオキシンの

関係と、それからこの土壌汚染の関係は、これは判定届出書の中にもあ

る程度明記して出していただけるというふうに考えてよろしいでしょう

か。 

【奥 会 長 】 はい、どうでしょうか。 

【事 業 者 】 もう一度お願いできますか、ちょっと途切れたようです。 

【田中修三委員】 そうですか。今回の対応ですね、対応はこれでいいと思うのですが、

ダイオキシン関係、土壌汚染関係ですね、あの掘削除去するという。こ

ういったことは、判定届出書の書類の中にも記載していただけるという

ことでよろしいでしょうか。 

【事 業 者 】 はい。 

【田中修三委員】 はい、分かりました。私の方は以上です。 

【事 業 者 】 結果を出すということですか。 

【田中修三委員】 いや、結果じゃなくてどういう対応をとるかということですね。 

【事 業 者 】 はい、承知いたしました。 

【奥 会 長 】 はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。それでは宮澤委

員、どうぞお願いします。 

【宮澤委員】 処理品目のことなのですが、先ほどの藤倉委員の質問と関連するのか

なと思いますけれど、18 ページですね配慮書の、そこに処理品目が挙が

っていて、汚泥とか廃油とか廃酸とか廃アルカリとあるのです。これは

そういう種類だなということは分かるのですけれど、既存の工場もある

わけなので、具体的にその廃酸だったらどういうものなのかとか、そう

いうことを確認しないで、これは藤倉委員に特にちょっと伺いたいので

すけど、先ほどの廃棄物の処理の安全確保というところで判断が可能な

のでしょうか。そういうところはいらないのですか。素人目からする
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と、具体的に現工場でこういうものを扱っていて、こういう管理をして

いるとか、あるいはこういう危険物扱っていますと。だから、本工場で

もこういう計画なのだ、だからどうしたのだとか、そういうような段取

りの質問になるのではないかなと思うのです。もう、この種類だけでも

十分に専門的な先生方はお分かりになるということでよろしいのか、ち

ょっと教えてください。 

【奥 会 長 】 はい。今のは藤倉委員に対しての御質問ということですか。 

【宮澤委員】 はい、まずそこから。 

【奥 会 長 】 これ以上の情報は、必要ないかということですかね。 

【藤倉委員】 実際には事業者さんは、契約を取れたら様々なタイプの廃棄物を現実

には受け入れていらっしゃって、それがどういうものかは、ある種営業

上の情報にもなるのだろうと思いますので、あまり細かいことは出ない

のだろうなと思います。もっと言うと、例えば廃酸や廃アルカリには、

例えば水銀とかカドミウムとか入っているかもしれないものも、こちら

の会社は多分受け入れるのですよ。それを全部分析して、これは受け入

れるとか、これは幾らでとか、多分そういうことを全部やられた上で、

その廃棄物の種類ごとにこれは燃やすのかとか、これは１回絞るのかと

か、多分そういう判断をされていくのです。業者さんによってはかなり

同じものを受け入れられるところと、こちらのように少量多品種をやら

れるところとあるので、少量多品種をやられているところだという前提

で、多分いろいろあるのだろうなと思いながら、私は質問などをしてい

るところです。 

【宮澤委員】 すいません、先生はそういう御理解なのでしょうけれども、この工場

のことを私もよく知らないので、ただ種類だけ明らかにされたとして

も、現工場で扱っているものは、かなり傾向的には出ているだろうと思

うのですね。だからそういうものは、今、例えば、廃油に関してはこう

いうものは現工場では扱っているとか、そういうような確認はなくてい

いのかなというのが、非常に私の素朴な疑問だったわけです。それによ

って、それなりの管理の方法も多少変わるのかなと思ったりしたもので

すから、すいません、委員への質問ですけれども、そういうことでいた

しました。だから事業者の方にはですね、ここの処理品目のところの種

類は分かるのだけれど、少なくとも現工場に替わるわけですから、現工

場で扱っているのは主にこういうものですとか、そういう表記はしても

らえないだろうか。だから、次の段階だったら判定届出のところなので

しょうけれども、それまでに主にこういうことを今までやってきたし、

今後は多少増えるかもしれないと、そういうことでも構わないのだけれ

ども表記してもらえたらとは思います。もう１つよろしいでしょうか。 

【奥 会 長 】 はい、どうぞ。 

【宮澤委員】 これは私がちょっと確認して分からないのですけども、補足説明の９

のところで、判定届出の段階で提出というふうになっております。判定

届出というのは、フローを拝見しますと、この後ですね、今は意見聴取

の段階ですね、審査会に。そして、市長意見書が出ると、その後判定届

出段階になるのですけども、ここではですね、審査会のところで審議と

いうのがあるのですけど、意見聴取ではなくて諮問になっているのです

ね。どうも手続き的にはちょっと違うような気がしまして、受け取れま
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して、こういう今回のような議論ができるのでしょうか。新しい情報が

入った段階で、この諮問手続きではどういうふうになるか、ちょっと事

務局の方で教えてくれればと思います。 

【奥 会 長 】 はい、では判定届出書段階でのどういったことが審議できるか。どう

しますかね。 

【事 務 局 】 どうしますかね。 

【奥 会 長 】 これは、この後にやりますかね。事業者の方とのやりとりを今は先に

させていただいて、それが終わってから手続きについてはまた詳細を。 

【事 務 局 】 そうですね。 

【宮澤委員】 申し訳ありません。なぜそういうふうに伺うかというと、かなり重要

な御回答が後回しになっているような気がしたものですから、そのとき

にそうした重要な情報を前提にした、きちんとした審査ができるのかど

うかというのが気になったものですからお尋ねしました。 

【奥 会 長 】 はい。判定届出書の手続きは、宮澤委員が委員になられてからは、そ

れにかかった案件はなかったですか。 

【宮澤委員】 すいません、あったかもしれませんが、きちんと覚えてないので、そ

このところを補足で説明していただければと。 

【奥 会 長 】 具体的な、その著しい影響があるかないかの判断をすることになりま

すので、定量的な情報も必要なものを全部示していただいて、それを基

にフルアセスに行くのか、もう判定届出書で終了かという判断をすると

ことになります。 

【宮澤委員】 それは分かるのです。ある程度十分な時間が取れるのかということな

のですよ。今まで基本的に時間が限られていて、この日数の中でやらな

くてはいけないというところで、決められたかなり制限された時間でや

ることが多かったような気がするので、この判定段階でどれくらい時間

を考えているのかというのを、それでは後でお願いします。 

【奥 会 長 】 はい、分かりました。時間については、必要な審議はしっかりとさせ

ていただくというスタンスで臨ませていただきたいと思いますので、そ

の点は御心配が無用かと思います。それでは他の委員の方からもいかが

ですか。事業者の方からの回答、もしくはそれ以外の点でも何かお気付

きの点がありましたら、出していただければと思いますが。 

【事 業 者 】 では、今、宮澤先生からの御質問の最初にあったところで、藤倉先生

の方でも補足説明いただいたわけですが、一応我々のこの廃棄物分類で

いう例えば汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油、廃プラ等々分類されていま

すが、廃棄物としてはですね、いろいろな廃油の中でも種類としてはい

ろいろな種類が出てくるという状況です。それで、各工場に分析室が、

藤倉先生からもお話ありましたように、分析室がありまして、新しい案

件については全てサンプル分析を行って、どういった性質のものかとい

うものをチェックして、それからお見積りを出して、回収をするという

流れにはなっております。タンクの方は廃液タンク、廃油タンクがあり

ますけれども、そこには基本的にその分析値を基に、なるべくいろいろ

な廃棄物が混在しないような形で、また、容器についてもですね、Ａ社

Ｂ社Ｃ社みんな一緒にここに入れるということのないような形で取り扱

いをしている状況です。なので、ある程度入る前の情報としては、社内

の分析値というところ、又はお客様からの情報によって判断していると

いうところでございます。 
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【奥 会 長 】 はい、御回答ありがとうございます。宮澤委員いかがですか。 

【宮澤委員】 はい、ありがとうございます。御丁寧に回答していただいて、丁寧な

処理をされているとよく分かりました。ただですね、配慮書の 18ページ

のところの一覧表を見た時に私が感じましたのは、このような種類的な

抽象的な記載の仕方、これに加えて、主にこういうものを現工場で扱っ

てきたとかですね、例えば品目を２、３目とかですね、品目でいいのか

化学物質そのものの表記か僕はちょっと分かりませんけれども、そうし

たことを明らかにすることもある意味、情報の開示というのかな、判断

の材料としては必要なのではないかというのが、私が求めた意味でござ

います。 

【事 業 者 】 失礼しました。ありがとうございます。 

【宮澤委員】 丁寧に対応されていることはよく分かりました。 

【事 業 者 】 ありがとうございます。 

【宮澤委員】 ありがとうございます。 

【奥 会 長 】 それでは、片谷委員お願いします。 

【片谷委員】 はい、今の件について、ちょっと私もコメントなのですけれども、宮

澤委員がおっしゃることは、趣旨はよく理解できるのですけれども、私

の経験上、やはりこの種の事業をやってらっしゃる企業は、どこかの廃

棄物を排出する企業等の事業者と専属契約で常に同じものを受け入れて

いるわけではないので、要するに契約ごとに違うものを受け入れてそれ

を処理されているということなので、主にこういうものということを記

載するのは極めて難しいというか、私は実質的に不可能だろうと思って

おります。ですから、今画面に出していただいているような（配慮書 18

ページの）表のような表記にならざるを得ないというのが、私が今まで

関わったいろいろなアセス関連のところで見てきたものから判断すると

そういう話になります。これ以上の情報をこの配慮書段階で要求するこ

とは、配慮書段階よりもっと先に行っても難しいと思うのですけれど

も、ちょっと難しいなと。宮澤委員の懸念されることはよく理解はでき

るのですが、今の段階で将来どういうものを受け入れるかということ

は、あくまでもその依頼があっての話なので決められないというのが実

態だろうと、私は理解をしております。以上です。 

【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。宮澤委員どうぞ。 

【宮澤委員】 はい、片谷委員のお話はよく分かります。将来的にはいろいろなこと

が可能性としてはあるのだろうと思います。ただ、現工場が稼働してき

たわけで実績があるわけですから、もし絞れるのであれば、やはりある

程度具体的な品目の開示というのはあってもいいのかなと考えたわけで

す。それがいろいろ多種だから難しいというのは、必ずしもその素直に

受け止められなくて、主にこういうところはパイプの太い取引先もあれ

ば細い取引先もあるはずなので、そうすると主にはこういうものだろう

というのはある程度出るのかなと僕は思ったわけです。それが難しいな

ら仕方がないですけれども、きちんと対応、管理してもらうということ

ですから矛を収めてもよろしいですけれども、ただこういう表で表示す

るのだったら、できなくもないのだろうなというのが私の感想で、基本

的にはできたらして欲しいと、それで以上でございます。これ以上の議

論はいたしません。 
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【奥 会 長 】 はい、ありがとうございます。それでは、他に御質問や御意見はござ

いますでしょうか。大丈夫ですか。手は挙がってないようですね。それ

では他にないようでしたら、事業者の方との質疑応答はここまでとさせ

ていただきます。事業者の皆様どうもありがとうございました。それで

は御退出をお願いいたします。 

 

ウ 審議 

【奥 会 長 】 それでは、審議に入ります。追加の御質問や御意見がございましたら

お願いいたします。配慮書の段階では諮問答申という形ではなく、審査

会の意見を聴くということになっておりますので、審査会の意見を聴い

た上で、配慮市長意見書を作成するということになります。何か追加で

ございますか、よろしいでしょうか。他に追加でないようでしたら、事

務局はこれまでの審議を踏まえまして、本件に関する配慮市長意見書の

案を、次にこの議事が審議される審査会において提示をしていただくと

いうことでお願いいたします。 

それでは、本件に関する審議はこれで終了となります。本日の審議内

容については、後日会議録案で御確認いただきますようお願いいたしま

す。以上をもって本日予定していた議事は全て終了いたしましたので、

事務局にお返しいたしますが、それでよろしいですか。 

【事 務 局 】 先ほどの判定の話はよろしいですか。 

【奥 会 長 】 どうしますか。判定届出書の手続きについて確認しておきますかね、

ここで。 

【宮澤委員】 説明してくれるのではないのですか。待っていました。 

【奥 会 長 】 そうですか。すみません。では、説明をしていただきましょうか。資

料があればよかったのですが、どうぞ。 

【事 務 局 】 先ほど宮澤委員がお話しなさったように、この配慮書手続きは意見聴

取ということ、判定届出に関しては審査会の方に諮問をさせていただく

というところで間違いございません。今画面（配慮書の「計画段階配慮

書の位置付けと手続きの流れ」）の方に出させていただいております

が、諮問させていただいて、この後フルアセスに進む必要があるかどう

かといったところを御審議いただきます。 

そのときの判定の条件というのも規則で決めておりまして、まずはそ

の環境影響を受けやすいと認められる施設が周辺に存在しているかどう

か、それにかつ相当程度の影響を及ぼす恐れがあるかどうかといった条

件が１つです。もう１つとしては、周辺に、法令、条例等により指定さ

れた対象が存在し、そこにかつ著しい影響を及ぼす恐れがあるかどうか

という、その２点から審議をしていただきます。この審議をしていただ

くにあたっては、事業者の方からは、審議に使えるデータの方を、定量

的に出していただくものについては定量的に出していただきます。今回

のように廃棄物処理施設の場合ですと、通常は大気汚染、焼却ですので

大気汚染の方が危惧されますので、よくあるのは大気汚染の最大着地濃

度といった数値的なシミュレーションを踏まえた結果というのも提示が

ありまして、それを見ながら審議をしていただくという形になります。  

また今回は藤倉先生をはじめ、いろいろ今日御審議いただいたデータ

の方についてもまとめさせていただきまして、先生方に提示するよう
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に、こちらの方から事業者の方に指導してまいります。 

時間的なものに関しましては、配慮書というのは大抵は、審議２回程

度でやっておりますが、判定につきましては先生の御質問に対してお答

えいただくので、審議については十分な時間をとってやっていただくと

いう形をとっておりまして、今までも長いものであれば３回、４回、も

っとといったのも過去にございます。そこは御審議の内容によって変わ

っていくところになるかと思います。以上でございます。 

【奥 会 長 】 宮澤委員、いかがですか。 

【宮澤委員】 はい。そうすると、今日の回答で判定届出の段階で、回答で気になっ

た部分の資料は提出ということで、その内容によっては審議する時間も

確保してもらえると、こういうふうに理解すればいいのですね。 

【事 務 局 】 はい、そのようになります。 

【宮澤委員】 そういうことですね。はい、分かりました。ありがとうございます。

結構でございます。 

【奥 会 長 】 それでは、他にございませんか。よろしいでしょうか。 

では、本日予定されていた議事全て終了ということにさせていただき

まして、事務局にお返しいたします。 

【事 務 局 】 それでは本日の審議につきましては終了いたしました。傍聴の方は御

退室をお願いいたします。 

（傍聴者退出） 
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